
- 1 - 

                主         文                   

１  原判決を，次のとおり変更する。 

(1) 控訴人は，控訴人補助参加人に対し，１５５万１１７２円を請求せ

よ。 

(2) 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は，第１，２審を通じ，補助参加によって生じた部分は，これ

を１０分し，その１を控訴人補助参加人の負担とし，その余を被控訴人ら

の負担とし，その余の部分は，これを２０分し，その１を控訴人の負担と

し，その余を被控訴人らの負担とする。 

        事 実 及 び 理 由              

第１  当事者の申立て 

１ 控訴人の控訴の趣旨 

(1) 原判決中，控訴人敗訴の部分を取り消す。 

(2) 前項の部分に関する被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 

(3) 訴訟費用は，第１，２審を通じ，被控訴人らの負担とする。 

２  被控訴人らの答弁 

(1) 本案前の答弁 

 本件控訴を却下する。 

(2) 本案の答弁 

 本件控訴を棄却する。 

(3) 控訴費用は，控訴人の負担とする。 

第２  事案の概要 

１ 事案の概要は，当事者及び補助参加人の当審における主張の概要を後記２

以下のとおり付加するほかは，原判決「事実及び理由」の「第２ 事案の概

要」，に記載のとおりであるから，これを引用する。ただし，原判決１１頁

１９行目及び２０行目を「郵便料金を切手で支払ったことを証する郵便局発
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行の郵便料金受領証等（甲１１。なお，必要がある場合を除き，書証の枝番

号の記載を省略する。）が証拠書類として保存されているが，そもそも前記

郵便料金受領証等は政務調査費（現金）の支出を証明できないばかりか，こ

のようなものを証拠書類として認めると，郵便料金を現金で支払った場合と

異なり，支払に使用した切手の購入に政務調査費（現金）を支出した際の切

手代金の領収証を別途証拠書類として整理保存することにより，政務調査費

の二重取りが可能となる。したがって，前記郵便料金受領証等を証拠書類と

して，議員の調査研究に資する経費の支出があったと扱うことはできな

い。」に改める。 

２ 控訴人の当審における主張 

(1) 政務調査費については，地方自治法１００条１３項が「条例の定めると

ころにより，その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部と

して」交付することを定めた上で，「交付の対象，額及び交付の方法は，

条例で定めなければならない」としている。本件条例は，政務調査費の使

途基準を「議長の定める使途基準」に委ね，これを受けて議長が定めた使

途基準たる本件規程別表は，個別項目（広報費，人件費，事務費等）を定

めるほか，同別表末尾において「その他の経費」として「各会派において

市政に関する調査研究を行うために要する経費で上記以外のもの」という

包括的な定めを置いている。そうすると，結局のところ，横浜市会におけ

る使途基準は，地方自治法にいう「議会の議員の調査研究に資するため」

と同じである。 

 政務調査費の収支報告書の様式上は，支出を上記別表の各項目ごとに分

類することになっているが，ある支出が収支報告書に分類された項目の基

準に合致しないとしても，他の個別項目や「その他の経費」の基準に合致

していれば，使途基準には違反しない（収支報告書の分類が不適切である

にとどまる。）。広報費以外の項目に該当するという主張がないからその
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点は判断の限りでないという原判決の説示（２６頁１５行目以下）は，不

適切である。 

(2) 不当利得返還請求においては，返還請求権の存在を主張する者（本件で

は被控訴人ら）が利得に「法律上の原因がない」ことの立証責任を負う。

使途基準違反の事実を推認させるような外形的事実の立証もないのに，控

訴人に使途基準違反の事実がないことの立証責任があるかのように説示す

る原判決（３１頁１９行目以下の「ホームページの掲載内容が，議会活動

や市政に関する政策等を市民に周知させるための広報活動としての意義を

有するものであったことを認めるに足りる証拠はなく」）は，不適切であ

る。 

(3) 封筒購入代金や郵便料金等について，議員後援会宛の領収証しかないも

のであっても，議員個人が実際に政務調査活動の費用として支出したもの

は，その支出を使途基準違反とはいえない。政務調査活動に実際に使用さ

れたことは，関係の書証並びに議員の証言及び陳述書で立証されている。

後援会宛の領収証のあるものについて支出者は後援会であると断定した上

で，「支出をしたのが同議員ではない以上，同議員が参加人からゆだねら

れた広報活動を行うために要した経費と認定する余地はない」という原判

決の説示（２７頁２２行目以下）は，不適切である。 

 広報紙の発行者が議員個人でなく議員後援会であることから，議員個人

の支出であることの認定が困難であるとする原判決の説示（２９頁末行以

下）や，Ａ議員の広報紙の内容の一部が市政と関係がないとする原判決の

説示（３３頁９行目以下）は，行き過ぎである。 

(4) Ｂ議員の広報紙やホームページは，政務調査活動としての意義を有する

（乙１６，６１，６３参照）。 

(5) Ｃ議員の広報紙（Ｄ）２００６年３月号（乙１５）の内容の半分以上は

政務調査活動に関するものであり，これを４分の１とした原審認定は誤り
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である。平成１７年度の他の号の製作・配布費用につき，広報紙の証拠提

出がないことを理由に政務調査に資すると認定しなかった原判決の判断は，

不当である。広報紙は全部配り切ったから提出できないのであるし，条例

上，領収証はともかく，広報紙そのものを証拠書類として保存することは，

義務づけられていない。 

 また，広報費には，いわゆる広聴費（広く住民の意見を収集，把握，聴

取する活動の費用）も含まれる。広報紙ポスティングの際にできる限り住

民から市政の感想，問題点，要望などを聴き取ってくる活動が広報活動に

当たらないとした原判決の説示（２６頁７行目以下）は，不適切である。 

３ 控訴人補助参加人の当審における主張 

 Ａ議員の広報紙の内容（後記ＮＰＯ法人主催の市内での講演会や，カンボ

ジアでの学校贈呈式の記事）は，横浜市の推進する国際理解教育の一貫とし

て，海外教育活動支援を行うＮＰＯ法人の活動が市立小学校の授業で紹介さ

れていることなどを背景としてみれば，市の教育行政と関連を有する事項で

あり，これを市政と関係がないとする原判決の説示（３３頁６行目以下）は，

不適切である。また，議員事務所のインターン生の感想を掲載することも，

市政に関する事柄である。 

 その他の主張は，おおむね２の(3)から(5)までと同旨である。 

４ 被控訴人らの当審における主張 

(1) 本案前の答弁について 

 控訴人には控訴の利益がなく，本件控訴は却下されるべきである。 

 控訴人は，控訴審で勝訴すると，原審で認められた控訴人補助参加人に

対する政務調査費３３２万６２３９円の返還請求権を失うという不利益が

生じる。そもそも，控訴人には，原判決によって受ける不利益がない。 

 控訴人補助参加人には，独自の控訴権があり，かつ，控訴審で勝訴すれ

ば政務調査費の返還義務を免れるという控訴の利益がある。そのような地
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位にある控訴人補助参加人が控訴をしなかったのに，控訴の利益がない控

訴人の控訴が許されることは，不条理である。 

(2) 本案について 

 控訴人及び控訴人補助参加人の当審における主張は，争う。これらの点

に関する原判決の判断は，適切である。 

 原判決は，「議員の調査研究に資する」かどうかについて，政務調査費

が本来の目的以外に使われた事実の証明があったと判断している。また，

控訴人補助参加人以外の他の会派は，領収証のみの保存にとどまらず，政

務調査費を使用して作成した成果物等も整理保存している。したがって，

原判決に控訴人及び控訴人補助参加人の主張するような不当な点はない。 

第３  当裁判所の判断 

１ 被控訴人らの本案前の答弁について 

 不服の利益は，本案の申立てについては，不服を申し立てた当事者の原審

における申立てと原判決主文の内容を形式的に対比し，原審における申立て

が原判決主文において排斥された当事者に，その排斥された限度において生

じる。 

 控訴人は，原審において，被控訴人らの請求（原審口頭弁論終結時のも

の）に対して請求棄却の判決を求めたところ，原判決は，これを一部排斥し

た上で，被控訴人ら（一審原告ら）の請求を一部認容した。そうすると，控

訴人は，原判決における敗訴部分（控訴人の請求棄却の申立てを一部排斥し

て，被控訴人らの請求を一部認容した部分）について，当該部分の請求棄却

を求めて不服申立て（控訴）をすることができる。 

 被控訴人らは，原判決によれば控訴人が控訴人補助参加人に３３２万６２

３９円の返還請求権を有するところ，控訴人の控訴が容れられて控訴人が当

該請求権を失う（控訴人の有する財産権の価額が減少する。）とすれば，そ

れは控訴人の不利益であると主張する。しかしながら，申立ての内容の決定
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については各当事者の自由な判断に委ねられており，訴訟の当事者は，その

者に帰属することとなる財産権の価額のみならず，その他の様々な有形無形

の利益・不利益を総合的に考慮して，訴訟における申立ての内容を決定する

ものである。控訴人において，控訴人が適法に実行したと考える支出につき

返還請求権を有しないと主張することも，前記のような過程を経て決定され

たものとみられ，このような申立ての内容についての当事者の決定権は尊重

されなければならない。そして，控訴の利益があるかどうかは，当事者に帰

属することとなる財産権の価額の増減を実質的に判断して決まるものではな

く，その当事者の原審における申立てが原判決によって排斥されたかどうか

を形式的に判断して決まるものである。なお，被控訴人ら提出の文献（甲２

５）にも，被控訴人らが援用する記述（「第一審判決によって不利益を受け

た当事者のみに控訴権が認められる」とするもの。）の後に，「控訴の利益

は，不服の対象たる事項について，申立ての全部または一部が排斥されたと

きに生じる。」との記述があることは公知の事実であり，この記述によれば，

前記のような結論が導かれる。 

 以上によれば，被控訴人らの本案前の抗弁は，理由がない。 

２ 争点(1)（政務調査費を本件使途基準に定める広報費として使用することの

適否）についての当裁判所の判断は，原判決１６頁２２行目から同１９頁７

行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。 

３ 争点(2)（本件各広報費に係る広報活動は本件各会派において行うものと認

められるか否か）についての当裁判所の判断は，原判決１９頁８行目から同

２４頁１０行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。 

４ 争点(3)（控訴人補助参加人における個別の広報費支出の適否）のうち，次

の各項に掲げる点についての当裁判所の判断は，それぞれ当該各項に定める

原判決の説示部分のとおりであるから，これらを引用する。 

(1) １０００円切手の購入費用の支出額 
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 原判決２４頁１６行目から同２２行目まで 

(2) Ｅ郵便局の平成１７年１１月７日付け領収証書に係る支出額 

 原判決３４頁１５行目から同２１行目まで 

(3) 社会福祉協議会に対する切手代の支出額 

 原判決３７頁１行目から同３８頁１１行目まで 

５ 争点(3)のうち広報配布料の支出額計１９３万７０００円について 

(1) この支出は，控訴人において，Ｃ議員が，広報紙「Ｄ」（Ｃ後援会編集

発行。平成１８年３月号が乙１５）の配布及び広聴活動のために平成１７

年にアルバイトに支払った金額の全額であると主張し，被控訴人らが後援

会活動のための使用であり，領収証に印紙の貼付がないことや配布の支出

があるのに印刷の支出がないことはおかしいと主張するものであるところ，

証拠（甲８，乙１５，３０，３３，５６から５８まで，７４，証人Ｃ）及

び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。 

ア Ｃ議員の後援会であるＣ後援会は，平成１７年当時，月刊の広報紙

「Ｄ」を毎月編集，発行しており，その印刷費の２分の１及びその配布

費の全額（この項で検討する１９３万７０００円）を政務調査費から支

出した。政務調査費の収支報告書においては，印刷費は，広報費ではな

く，事務費の項目に分類して記載し，配布費は，広報費に分類して記載

した。 

イ 「Ｄ」平成１８年３月号（乙１５）の内容は，表面の上から５分の３

がＣ議員の宣伝（議員個人の名を含む題字（Ｄ）並びに議員の氏名及び

顔写真が大書され，議員の経歴，役職及び連絡先等が通常の大きさの活

字で記載されて，読者が議員の顔と氏名を強く印象付けられる部分）で

あり，表面の下部５分の２が議員定数削減問題の記事，裏面の右側５分

の２が県会議員からの応援メッセージ並びに旅行会及びミニ集会の募集

に関する記事（いずれもＣ議員の宣伝ないし後援会活動的な要素の強い
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記事）であり，左側５分の３がＣ議員事務所における学生のインターン

シップ活動に関する記事である。平成１７年度の他の号は，証拠として

提出されておらず，これらの内容の詳細は判然としないが，印刷費の半

分が政務調査費（事務費）から支出されていること及び平成１８年３月

号の内容に照らし，同議員の個人宣伝的な側面と市政報告的な側面が混

在し，その読者に訴える力はいずれの側面が明らかに強いともいえない

ような内容のものであると推認される。 

ウ Ｃ議員に雇われたアルバイトら（イ記載のインターンシップ活動を行

う学生ら）が広報配布料１９３万７０００円の受領を対価として行った

仕事の内容は，「Ｄ」（毎月約１万部）を主に横浜市α町，β町及びγ

町の各戸に配布（ポスティング）し，かつ，配布（ポスティング）の際，

「Ｃ事務所政務調査担当」という肩書きを付した各人名義の名刺を持ち，

できる限り，住民から市政に関する感想，要望，意見などを聴いてくる

ことであった。 

(2) 以上の事実に基づき判断する。 

ア 議員の後援会が発行名義人となっている広報紙であっても，その内容

の全部又は一部が議員個人の市政報告であるときは，その印刷や配布に

要する費用のうち相応の割合については，議員の調査研究に資するため

の活動の費用として政務調査費を充てることができる。 

 しかしながら，名前や顔写真の売り込み等の個人宣伝は，政務調査活

動とはいえない。政治家の活動の上で広報活動と宣伝活動は紙一重であ

って，両者を峻別することは実際には困難であるのが通常であるとはい

え，宣伝活動のために政務調査費を利用することを「議員の調査研究に

資する」ということは困難であり，納税者の納得も得られないと考えら

れる。そして，広報紙の内容が，議員本人や後援者たる著名人の顔写真

や氏名を目立つ場所に大きく記載するなど，単なる議員個人の宣伝の場
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と化することが珍しくなく，このような選挙ポスターとあまり変わらな

い性質のものに政務調査費を充てることには納税者の厳しい目が存在す

ることを考慮すると，印刷費用や配布費用のうち政務調査費を充てるこ

とができる割合については，事案ごとに合理的な算定をしていくべきで

ある。 

イ 「Ｄ」の内容は，Ｃ議員の個人宣伝的な側面と市政報告的な側面が混

在し，読者に訴える力はいずれの側面が明らかに強いともいえない。こ

のように，読者に訴える力について，宣伝的な側面と市政報告的な側面

のいずれかが明らかに強いともいえないような広報活動については，そ

の費用の半額については「議員の調査研究に資する」ものとして政務調

査費から支出することができるが，半額を超える部分については「議員

の調査研究に資する」ものというには無理があり，政務調査費から支出

することはできないと考えられる。 

ウ 住民から市政に関する感想，要望，意見などを聴くことも，いわゆる

広聴活動（広く住民の意見を収集，把握，聴取する活動）として広報活

動の一部に属する。広報紙配布（ポスティング）の際に行われた(1)ウ記

載の住民からの意見聴取も，広聴活動としての広報活動に当たり，議員

の調査研究に資するものであることは，否定できない。 

 しかしながら，(1)ウ記載の広聴活動は，広聴活動だけを独立して実施

したものではなく，広報紙配布（ポスティング）の際に話を聴くことが

可能であった住民に対して行われたにとどまる。このような場合，広報

紙は対象全戸に配布可能であるのに対して，住民から話を聴くことがで

きる戸数は少数にとどまるのが通常であるから，相当多数の戸数から話

を聴くことができるような特段の事情のない限り，広報紙の配布がない

場合においても広聴活動が単独で実施されたものと推認することはでき

ない。そして，本件においては，前記特段の事情を認めるに足りる証拠
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はない。そうすると，広報配布料の支出の主要目的は広報紙の配布であ

って，(1)ウ記載の広聴活動は，単独で実施されたものということができ

ず，広報紙配布の機会を利用して付随的に実施されたにすぎないものと

いうべきである。 

 「Ｄ」の配布費用はその半額を政務調査費から支出することができる

にとどまるところ，上記の性質を有する(1)ウ記載の広聴活動が広報紙配

布の機会に併せて実施されたとしても，そのような広聴活動の実施を理

由として，広報配布料の全額を政務調査費から支出することができるよ

うになるものではないと考えられる。 

エ 被控訴人らは，配布の対象である広報紙の印刷の支出がないことを指

摘するが，(1)アのとおり，政務調査費（事務費）からの支出がある。 

 また，被控訴人らは，領収証（甲８）に印紙の貼付がないことを指摘

するが，金銭の受取書で営業に関しないものは，金額の多寡にかかわら

ず，印紙税が非課税とされている（印紙税法５条１号，同法別表第１の

番号１７参照）から，格別不審な点があるとはいえない。 

 被控訴人らの主張は，採用することができない。 

(3) よって，本件広報配布料１９３万７０００円は，その半額（９６万８５

００円）が議員の調査研究に資するための費用に当たるにとどまり，残り

の半額（９６万８５００円）の支出は，議員の調査研究に資するための費

用に該当するということはできない（本件使途基準のいずれにも該当しな

い。）。 

６ 争点(3)のうち領収証等のあて名が後援会である支出額計９９万８５８９円

について 

(1) この支出は，複数の議員に関する封筒の印刷費用又は広報紙の郵送費用

であるところ，証拠書類として保存された領収証等が議員の後援会宛であ

り，後援会が負担すべき後援会活動の費用に政務調査費を充てているから
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違法であると被控訴人らが主張するものであり，証拠（甲９，乙１６から

２１まで，３０，３２，３４から３７まで，６１，６２，６４から７３ま

で，証人Ｂ，同Ｃ，同Ａ）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認め

られる。 

ア Ｂ議員分については，後援会と連名の封筒の印刷代の半額（３万３６

２９円）についての政務調査費の支出が問題とされている。 

 Ｂ議員と同議員の後援会（Ｂ後援会）は，共同して，平成１７年度に，

議員個人及び後援会連名の封筒（乙１７）を作成した。その代金として，

株式会社Ｆに，平成１７年８月２０日に２万１９４５円，同年９月１５

日に２万２３６５円，平成１８年１月１１日に２万１９４５円が支払わ

れ，これらと同額のＢ後援会宛の領収証（甲９の１・５・８）が発行さ

れた。Ｂ後援会の帳簿（乙６２。弁論の全趣旨により，真正に成立した

ものと認められる。）においては，これらの約半額（１万０９７２円，

１万１６８３円，１万０９７２円）を支出した旨の記載がある。作成さ

れた封筒は，後援会が半分程度使用し，残りの半分をＢ議員が同議員編

集発行の広報紙（乙１６，６１）の発送に使用した。 

 前記広報紙は，その内容の大部分が市政報告の文章であり，議員個人

の宣伝的要素を含む部分（議員の氏名や顔写真の記載など）は控え目で

あって，読者に訴える力は市政報告の部分ほど強くない（宣伝色は比較

的弱い）ものである。平成１７年４月発行の広報紙（乙６１）は，議員

の顔写真が目立つ場所に掲載されているが，写真の大きさは，縦が紙面

縦全長の５分の１程度，横が紙面横全長の５分の１程度であり，議員の

氏名の記載も通常の題字の大きさと同程度であって，宣伝活動の側面が

読者に訴える力は，市政報告の側面よりも明らかに弱く，議員本人の同

一性確保の目的が強いということができる。したがって，その印刷や発

送に要する費用の全額（すなわち，上記封筒の印刷代の半額）に，政務
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調査費を充てることができる。 

イ Ｇ議員分については，後援会発行の市政報告文書の郵送料の全額（８

８万４１５０円）についての政務調査費の支出が問題とされている。 

 Ｇ議員の後援会（Ｇ後援会）は，平成１７年８月と同年１１月の２回，

「Ｈ」と題するＧ議員の市政報告文書を編集発行した。その郵送料とし

て，平成１７年８月２２日に４４万７４３０円，同年１１月２８日に４

３万６７２０円が支払われ，それぞれ同額のＧ後援会宛の領収証（甲９

の２・６）が発行された。Ｇ後援会の収支報告書(乙６４)には，これら

に対応する１件５万円以上の支出の記載がない。平成１７年に発行され

た「Ｈ」の内容の詳細は判然としない（乙６５から６８まで参照）が，

平成９年又は１０年に発行された「Ｈ」（乙１８，１９）の内容なども

併せて考慮すると，議員個人の市政報告の内容が含まれるほか，議員個

人の宣伝的要素を含む部分（１枚の紙面に議員の顔写真が複数葉掲載さ

れている部分や個人名を大きく記載した部分）が比較的目立つ位置に大

きく記載されており，個人宣伝的な側面と市政報告的な側面のいずれか

の読者に訴える力が，他の側面より明らかに強いとはいえないような内

容のものであると推認される。 

ウ Ｉ議員分については，後援会発行の市政報告文書の郵送料の半額（２

万３４６０円）についての政務調査費の支出が問題とされている。 

 Ｉ議員の後援会（Ｉ後援会）は，平成１７年７月，「Ｊ」と題する市

政報告文書（乙２０）を編集発行した。その郵送料として，平成１７年

９月９日に４万６９２０円が支払われ，同額のＩ後援会宛の郵便料金受

領証（甲９の３・４）が発行された。Ｉ事務所における現金出納帳(乙７

２に添付のもの。弁論の全趣旨により，真正に成立したものと認められ

る。)には，後援会関係，議員個人の政務調査費関係，Ｋ党関係の収入支

出が渾然一体と記載されているが，上記郵便料金についてはその半額
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（２万３４６０円）を政務調査費から支出した旨の記載がある。前記

「Ｊ」には，市政報告の内容が含まれるほか，議員個人の宣伝的要素を

含む部分（議員の顔写真や個人名を大きく記載した部分）が比較的目立

つ位置に大きく記載され，市政報告の部分にも議員の写真を多数掲載し

て読者に議員の顔が印象付けられるようになっており，個人宣伝的な側

面と市政報告的な側面のいずれかの読者に訴える力が，他の側面より明

らかに強いとはいえない。 

エ Ｌ議員分については，後援会発行の市政報告文書の郵送料の半額（２

万８６７５円）についての政務調査費の支出が問題となる。 

 Ｌ議員の後援会（Ｌ後援会）は，平成１７年３月，「Ｍ」と題する市

政報告文書（乙２１）を編集発行した。その郵送料として，平成１７年

１２月７日に５万７３５０円が支払われ，同額のＬ後援会宛の郵便料金

受領証（甲９の７）が発行された。Ｌ後援会の収支報告書（乙６９）に

おいては，これに対応する１件５万円以上の支出の記載がない。前記

「Ｍ」には，議員個人の市政報告の内容が含まれるほか，議員個人の宣

伝的要素を含む部分（議員の顔写真や個人名を大きく記載した部分，後

援会長のあいさつ）が比較的目立つ位置に大きく記載されている。読者

に訴える力は，個人宣伝的な側面と市政報告的な側面のいずれかが，他

の側面より明らかに強いとはいえない。 

(2) 以上の事実に基づき判断する。 

ア 政務調査費は，議員の公務外の活動のうち議員の調査研究に資するた

めの活動の費用として議員個人が支出したものに対する補助金の性質を

有するから，議員の後援会の支出に政務調査費を充てることは，違法で

ある。 

 また，現在においては，帳簿等の記載の面においても，領収証その他

の証拠書類の取得及び保存の面においても，議員個人の支出と議員の後
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援会の支出を峻別して整理しておくことは常識となっているとみられる

から，保存されている支出の証拠書類が議員個人宛でなく議員の後援会

宛である場合には，当該証拠書類と異なる認定をすべき相当高度な特段

の事情がない限り，これを議員個人の支出であると認定することはでき

ない。 

 しかしながら，本件の平成１７年当時は，このような議員個人の支出

であっても，後援会と共同の支出であるなどの理由により後援会宛の領

収証をもって保存すべき証拠書類としては十分であるという甘い見解も

みられたものとうかがわれる。そうすると，平成１７年度の支出につい

ては，保存されている証拠書類が後援会宛の領収証である場合あっても，

当該証拠書類と異なる認定をすべき特段の事情（相当高度な特段の事情

である必要はない。）がある場合には，これを議員個人の支出と認定す

ることができないわけではない。 

 そして，(1)のアについては後援会の帳簿（乙６２）には後援会宛領収

証記載の金額の全額ではなく半額程度の支出をした記載があること，(1)

のイについては後援会が全額又は半額を支出したとすれば後援会の収支

報告書に支出の目的，金額，年月日並びに支出を受けた者の氏名及び住

所等の記載が必要となる１件５万円以上の支出となるにもかかわらず後

援会の収支報告書（乙６４）にその記載がないこと，(1)のウについては

現金出納帳（乙７２）に議員個人と後援会が半額ずつ支出した記載があ

ること，(1)のエについては後援会が全額を支出したとすれば後援会の収

支報告書に支出の目的，金額，年月日並びに支出を受けた者の氏名及び

住所等の記載が必要となる１件５万円以上の支出となるにもかかわらず

後援会の収支報告書（乙６９）にその記載がないこと，各議員の陳述書

又は証言において控訴人主張のとおりの陳述や証言がされていることか

らすると，証拠書類が後援会宛の領収証である支出ではあるが，その全
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額（イ）又は半額（ア・ウ・エ）について議員個人が支出したことをう

かがわせる特段の事情の証明があるものというべきである。 

 したがって，控訴人の主張額について，議員個人が支出したことの証

明がある。 

イ Ｂ議員とＢ後援会は，(1)ア記載の封筒を半分程度ずつ使用したもので

あるところ，後援会使用分の封筒の印刷代には政務調査費を充てること

はできないが，議員使用分の封筒については，議員の政務調査に資する

使用がされたこと（(1)ア参照）から，政務調査費を充てることができる。

したがって，封筒印刷代（合計６万６２５５円）の半分（３万３１２８

円）については政務調査費を充てることができるが，残りの半分（３万

３１２７円）については政務調査費を充てることができない。 

ウ 前記５(2)アのとおり，後援会が発行名義人である広報紙であっても，

その印刷や配布に要する費用の全部又は一部について，政務調査費を充

てることができる場合がある。 

 (1)で認定したところによれば，(1)のイ・ウ・エ記載の各市政報告文

書には，いずれも，議員個人の宣伝に当たる部分が含まれているが，広

報活動部分と宣伝活動部分が混在し，いずれかの要素が読者に訴える力

が強いともいえないから，郵送料の半額に政務調査費を充てることは使

途基準内のものとして許されるが，これを超える部分に政務調査費を充

てること（(1)のイの残りの半額）は許されないものというべきである。 

(3) 保存された証拠書類が後援会宛領収証である支出について，政務調査費

からの支出が許されるものを整理すると，次のとおりである。 

ア Ｂ議員（３万３６２９円） 

 ３万３１２８円（後援会宛領収証の金額の半額）は許されるが，５０

１円は許されない。なお，Ｂ後援会の帳簿（乙６２）には，２万２３６

５円の半額が１万１１８２円であるのに，１万１６８３円と記帳した誤
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りがある。 

イ Ｇ議員分（８８万４１５０円） 

 半額（４４万２０７５円）は許されるが，残りの半額（４４万２０７

５円）は許されない。 

ウ Ｉ議員分（２万３４６０円） 

 全額（後援会宛領収証の金額の半額である２万３４６０円）が許され

る。 

エ Ｌ議員分（２万８６７５円） 

 全額（後援会宛領収証の金額の半額である２万８６７５円）が許され

る。 

７ 争点(3)のうちＮ株式会社発行のＢ議員宛領収証に係る支出額計４０万８０

００円について 

(1) この支出は，Ｂ議員の広報紙の印刷・配布費用及びウェブサイト更新等

の費用であるところ，議員経営の会社が議員宛に発行した領収証は実質的

に自己作成の領収証であって，証拠書類として問題があり，議員経営の会

社が議員に代わって印刷会社等に立替払をしたのであれば，議員経営の会

社が印刷会社等から議員宛ての領収証の発行を受ける（議員が議員経営の

会社に立替金の弁済をするのと引換に領収証の交付を受けて，印刷会社等

発行の領収証等を証拠書類として保管する。）べきであると被控訴人らが

主張するものであって，証拠（甲１０，乙１６，２２，２３，３４，６１，

６３，７０，証人Ｂ，同Ａ）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認

められる。 

ア Ｂ議員は，平成１７年４月に，同議員編集発行の広報紙（乙６１。６

(1)ア参照）の印刷を株式会社Ｆに請け負わせ，その各戸配布（ポスティ

ング）を友人たちに行ってもらったが，請負代金や各戸配布報酬の支払

資金がなかったため，一時的に同議員が専務取締役を務める会社（Ｎ株
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式会社）に立替払してもらった。立替金額は，広報紙印刷代が１５万１

０００円，そのポスティング報酬が２３万９０００円である。 

 Ｂ議員は，平成１７年１２月３日，前記立替金合計３９万円をＮ株式

会社に弁済し，同社から同社発行の同額の領収証（甲１０の１。「㈱Ｆ

立替料として」との付記があるもの）を受領した。 

イ Ｂ議員は議員個人のウェブサイト（ホームページ）を開設しており，

その内容（乙６３，平成１７年当時もおおむね同程度の内容であったと

推認される。）は議員の市政報告的内容の部分もあるが，議員個人の宣

伝的部分（議員個人の顔写真，氏名，連絡先のみを記載したホームペー

ジや，活動報告と称しながら活動の内容の具体的説明がないまま，議員

の写真を多数掲載して，議員の顔が印象付けられる部分）も含まれてお

り，いずれかの部分が他の部分よりも明らかに読者に訴える力が強いと

はいえない。Ｂ議員は，平成１７年７月にウェブサイトの更新，同年１

２月にパーソナルコンピュータの設定を，いずれも業者（Ｏ）に委託し

て実施したが，その代金合計１万８０００円の支払資金がなかったため，

一時的に，Ｎ株式会社に１万８０００円を立替払してもらった。 

 Ｂ議員は，平成１７年１２月３日，前記立替金合計１万８０００円を

Ｎ株式会社に弁済し，同社から，同社発行の同額の領収証（甲１０の２。

「Ｏ立替料として」との付記があるもの）を受領した。 

(2) 以上の事実に基づき判断する。 

ア 議員が，公務外の活動のうち議員の調査研究に資するための活動の費

用を支出する際に，議員自身に支払資金がなかったため，一時的に第三

者に立替払をしてもらった場合において，その年度中に立替金弁済をす

るときは，立替金弁済のために政務調査費を使用することは，政務調査

費の使途基準に違反しない。また，その場合に証拠書類として保管すべ

き領収証が，費用の支出先が発行するものでなく，立替払をした第三者
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の発行するものであっても，やむを得ない。もっとも，議員は，納税者

への説明責任を果たすためには，可能な限度において，費用の実際の支

出先と支出の原因等についても，証拠書類上分かるようにしておくこと

が望まれる。 

イ 平成１７年４月発行の広報紙は，宣伝活動の部分が読者に訴える力は

広報活動の部分よりも明らかに弱いから（６(1)ア参照），その印刷や発

送に要する費用の全額に，政務調査費を充てることができる。 

ウ Ｂ議員のウェブサイト（ホームページ）にはＢ議員の個人宣伝的な側

面と市政報告的な側面が混在し，その読者に訴える力はいずれかが明ら

かに強いとはいえないから，その更新に要する費用の半額を政務調査費

から支出することは許されるが，これを超える部分を政務調査費から支

出することは，許されない。 

 また，パーソナルコンピュータは，その設定費用が収支報告書におい

て広報費に分類されたことをも考慮すると，特段の事情のない限り，議

員の調査研究活動と宣伝活動や後援会活動の両方に使用されるものとみ

るのが経験則にかなうものである。そして，調査研究活動のみに使用さ

れる特段の事情を認めるに足りる証拠はないから，その設定に要する費

用の半額は議員の政務調査に資するものと認められるが，残りの半額は

そのように認めることができない。 

 したがって，これらに要した費用（１万８０００円）の半額（９００

０円）を超える部分（９０００円）に政務調査費を充てることは許され

ない。 

(3) 以上によれば，Ｎ株式会社発行の領収証に係る４０万８０００円につい

ては，９０００円を除き，政務調査費を充てることができる。 

８ 争点(3)のうち切手による郵便料の納付額計７６万９２３０円について 

(1) この支出は，Ａ議員の広報紙の郵送料であるところ，証拠書類として保
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存された郵便料金受領証（甲１１）の内容が，郵便局が現金でなく切手で

郵便料金を受領したというものであること（切手購入の領収証と切手によ

る郵便料金支払の領収証を利用して，政務調査費を二重に取得する可能性

がある。）及び郵送された「Ｐ」（乙１３）が自己宣伝文書であることか

ら，政務調査費を充てることが違法であることを被控訴人らが主張するも

のであって，証拠（甲１１，乙１３，１４，３０，３２，丙１から１８ま

で，証人Ａ）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。 

ア Ａ議員は，平成１７年１２月２２日及び同月２４日，広報紙「Ｐ」５

１号及び５２号を郵便により発送して配布し，その郵便料金計５０万９

４３０円を同額分の郵便切手により支払った。 

イ Ａ議員は，平成１８年３月２８日，「Ｐ」５３号から５５号までを郵

便により発送して配布し，その郵便料金計２５万９８００円を同額分の

郵便切手により支払った。 

ウ 「Ｐ」５１号には，主としていわゆる受動喫煙問題に関する政策等に

ついての記事が掲載され，同５２号には，主として子どもの安全に関す

る政策等についての記事が掲載され，同５３号には，平成１７年末に横

浜市が発表した「２００５年横浜１０大ニュース」に採り上げられた政

策等についての記事が掲載され，同５４号には，主として議会活動や市

政に関する政策等についての記事とＡ議員が理事を務めるＮＰＯ法人の

理事長による講演会についての記事がそれぞれ同程度に掲載され，同５

５号には，主として同議員が当該ＮＰＯ法人理事としてカンボジアを訪

問し学校贈呈式に出席したことについての記事が掲載されている（乙１

３）。 

エ 「Ｐ」は，表面の上部５分の１の部分が題字部分となっており，その

左側４分の３に「Ｐ」という題字が大書され，右側４分の１にＡ議員の

顔写真が掲載されているほかは，表面，裏面を通じて，市政に関する報
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告がその内容のほとんどを占めている。題字・顔写真部分に宣伝的要素

がないとはいえないが，通常の広報紙における表題部分の域に何とか踏

みとどまっている。また，記事のうち写真（特に著名な有力後援者の写

真）を多用した部分にも宣伝的要素がないとはいえないが，市政報告中

心の編集姿勢が一貫してうかがわれる。そして，全体を総合すると，宣

伝的要素が読者に訴えかける力は，市政報告の部分よりも明らかに弱い。 

(2) 上記認定事実によれば，まず，「Ｐ」５１号から５５号までの内容は，

いずれも主として議会活動，市政に関する政策等を市民に周知させるため

の広報活動としての意義を有するものと認めることができる。５４号及び

５５号のＮＰＯ法人の理事長による講演会の記事やＡ議員が当該ＮＰＯ法

人理事としてカンボジアにおける学校贈呈式に出席した記事についても，

横浜市の教育行政における国際理解教育に関する記事である（丙１から１

８までにより，そのように認定することができる。）から，市政報告文書

であるということを妨げない。 

 また，被控訴人らは，「Ｐ」は，Ａ議員の名前と顔写真を大きく掲載し，

自己宣伝に主眼を置いている旨主張する。しかしながら，前記認定のとお

り，題字部分などに宣伝的要素が皆無とはいえないが，通常の広報紙にお

ける題字部分の範囲に何とか踏みとどまり，議員本人の同一性確保の目的

が強いということができ，また，有力後援者との写真は，議員のみならず

多数の児童も同時に写真撮影されていて（乙１３），活動報告の色彩が強

く出ているなど，宣伝的要素が読者に訴えかける力は，市政報告の部分よ

りも明らかに弱いから，その郵送料の全部を政務調査費から支出すること

も許される。 

 なお，前記４(1)のとおり，当裁判所は，１０００円切手の購入費用につ

いては，本件使途基準に従って適正に使用されたものではないと判断する

ので，仮に，当該１０００円切手が上記郵便料金の納付に用いられたもの
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であるとした場合でも，政務調査費の二重取得は生じない。 

 被控訴人らの主張は，いずれも採用することができない。 

(3) 以上によれば，切手による郵便料の納付額７６万９２３０円については，

全額につき政務調査費を充てることができる。 

９ 争点(3)のうちＱ議員のインターネット関連費用の支出額について 

(1) この支出は，ホームページは議員の自己宣伝にすぎないからその経費は

政務調査費の対象とならないこと，平成１６年度分の経費に平成１７年度

の政務調査費を支出してはならないことを被控訴人らが主張するものであ

るところ，証拠（甲５，１３，１９，乙２４，３０，３８）及び弁論の全

趣旨によれば，以下の事実が認められる。 

ア Ｑ議員は，自身のウェブサイト（甲１９は，平成１８年ころのウェブ

サイトの一部）をインターネット上に開設し，株式会社Ｒにウェブサイ

ト更新等の業務を依頼し，同社に対してウェブサイト更新料，ドメイン

利用料，ブログ費用を支払ってきた。平成１７年度の支払総額は７０万

７７００円で，平成１７年３月から平成１８年２月までの期間を対象と

する支払であった。その全額が，控訴人補助参加人の平成１７年度政務

調査費のうちの広報費として計上されている。 

 なお，平成１７年３月分のホームページ更新料，ブログ費用及びドメ

イン利用料の合計額は１０万７１００円であり，Ｑ議員は，平成１７年

３月３０日に請求を受け，同年４月１２日に支払をしている。 

イ 政治家が開設するインターネット上のウェブサイトは，特に写真や動

画を多用する場合には，これを通常人の目から見たとき，宣伝ポスター

（議員の顔写真と氏名を大きく掲載したもの）と同一の機能を有し，議

員の宣伝的機能を主要な機能の一つとするものとみられるのが普通であ

る。 

 Ｑ議員のウェブサイトは，同議員の市政報告に当たる部分が一定の部



- 22 - 

分を占めており，市政報告が当該ウェブサイトの重要な目的の一つであ

ることは否定できないが，他方において，議員の氏名を大書し，随所に

議員の写真が多数用いられており，通常人の目からこれを見たとき，名

前や顔の売り込みという議員の宣伝機能も当該ウェブサイトの主要な目

的の一つとなっていることも否定できない。そして，読者に訴えかける

力についてみると，市政報告的側面と個人宣伝的側面について，いずれ

かの側面が明らかに他の側面より強いとはいえない。 

(2) 以上の事実に基づいて検討する。 

 議員のウェブサイト（ホームページ）にはＱ議員の個人宣伝的な側面と

市政報告的な側面が混在しており，いずれが明らかに多いともいえないか

ら，その更新やドメイン料等に要する費用の全額を政務調査費から支出す

るのは目的外使用の疑いが濃厚であり，半額の支出が許されるにとどまる。 

 政務調査費の交付を受けた各会派は，その自律的な判断により，例えば，

政務調査費の支出の計上時期を現金の支出時とする基準（現金主義）を採

用することも許される。地方自治法その他の関係法令に，そのような取扱

いを禁止する定めがないからである。そして，控訴人補助参加人は，この

ような現金主義を採用しているものとみられる。被控訴人らは，平成１６

年度に支払時期が到来したものに平成１７年分の政務調査費を充てること

はできないと主張するが，そのように解すべき法的論拠はない。そうする

と，前年度（平成１７年３月分）のホームページ更新料，ブログ費用及び

ドメイン利用料の合計額１０万７１００円を平成１７年４月１２日に平成

１７年度の政務調査費から支出することについて，被控訴人らの主張する

ような違法の問題は生じない。 

(3) したがって，インターネット関連費用（７０万７７００円）のうち，半

額（３５万３８５０円）については政務調査費から支出することができる

が，これを超える部分（３５万３８５０円）については政務調査費から支
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出することができない。 

１０ 争点(3)のうち控訴人補助参加人による撤回分を上回る広報費支出及び争

点(3)の結論について 

(1) 控訴人が政務調査費収支報告書の支出額に計上されていない広報費の支

出を主張することの可否についての当裁判所の判断は，原判決３８頁１２

行目から同４１頁１行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。 

(2) Ａ議員による平成１８年３月２７日の広報紙発送費用２７万円（乙１

４）について 

ア 証拠（甲１，５，乙１３，１４，３０，３２，証人Ａ）及び弁論の全

趣旨によれば，Ａ議員は，８の(1)イとは別に，平成１８年３月２７日，

「Ｐ」５３号から５５号までを郵便により発送して配布し，その郵便料

金２７万円を同額分の郵便切手により支払ったこと，控訴人補助参加人

の代表者はこの郵便料金を会派のためのものとして承認していたが，平

成１７年度における収支報告書の支出額には算入しなかったことが認め

られる。 

イ ８の(1)及び(2)において説示したところによれば，アの２７万円は，

「議員の調査研究に資する」ものとして，その全額を政務調査費から支

出することができる性質のものである。 

ウ そうすると，控訴人補助参加人の不当利得額を算定するに当たっては，

平成１７年度の政務調査費収支報告書記載の支出額のうち不当に利得し

た額から，この２７万円を控除するべきである。 

(3) Ｓ議員による広報紙の制作費用及び発送代行費用の支出額計１５８万９

２５０円（乙２８，２９）についての当裁判所の判断は，原判決４１頁１

３行目から同４２頁１８行目までに記載のとおりであるから，これを引用

する。 

 そうすると，控訴人補助参加人の不当利得額を算定するに当たっては，
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平成１７年度の政務調査費収支報告書記載の支出額のうち不当に利得した

額から，この１５８万９２５０円を控除するべきである。 

(4) 控訴人補助参加人の不当利得額をまとめると，次のとおり１５５万１１

７２円となる。 

ア １０００円切手の購入費用（４(1)）           １６２万円 

イ 広報配布料・Ｃ議員分（５）           ９６万８５００円 

ウ 後援会宛の領収証分（６）                    ４４万２５７６円 

エ Ｎ社発行の領収証分（７）                       ９０００円 

オ 切手による郵便料金納付・Ａ議員分（８）          ０円 

カ Ｅ郵便局領収証書分（４(2)）           １万６５００円 

キ インターネット関連費用・Ｑ議員分（９）    ３５万３８５０円 

ク 社会福祉協議会からの切手購入（４(3)）           ０円 

ケ（控除分）広報配布料・Ａ議員分（１０(2)）           －２７万円 

コ（控除分）広報紙制作発送費用・Ｓ議員分（１０(3)） 

  －１５８万９２５０円 

サ 収支報告書の差し引き金額                －４円 

 横浜市は，控訴人補助参加人に対し，前記１５５万１１７２円について，

不当利得に基づく返還請求権を有しており，控訴人はその行使を違法に怠

っているというべきである。 

 他方，前記各議員において違法な政務調査費を支出したこと自体が控訴

人補助参加人の横浜市に対する不法行為に当たるとはいえないから，横浜

市が控訴人補助参加人に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有すると

は認められず，控訴人がその行使を違法に怠っているとはいえない。 

１１ 争点(4)（公明党市議団における個別の広報費支出の適否）についての当

裁判所の判断は，原判決４４頁１行目から同４９頁１行目までに記載のとお

りであるから，これを引用する。 
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１２ よって，被控訴人らの請求は，控訴人に対し，控訴人補助参加人に対し

て１５５万１１７２円の不当利得返還請求をすべき旨を求める限度で理由が

あり，その余はいずれも理由がないから，その趣旨に従い原判決を変更する

こととして，主文のとおり判決する。 
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